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公布された法令のあらまし 

兵庫県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則（教育委員会規則第５号） 

平成31年度の事務執行体制の整備を図るため、本庁の組織について所要の整備を行うこととした。 

教育委員会事務局等職員の超過勤務に関する規則の一部を改正する規則（教育委員会規則第６号） 

国の職員について超過勤務を命ずる場合の上限時間が定められたこと等を踏まえ、職員の超過勤務時間の上

限について所要の整備を行うこととした。 

兵庫県立美術館管理規則等の一部を改正する規則（教育委員会規則第７号） 

次に掲げる規則に定める使用料及び利用料金の基準額について、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い

その適正化を図る等所要の整備を行うこととした。 

１ 兵庫県立美術館管理規則 

２ 兵庫県立人と自然の博物館管理規則 

３ 兵庫県立考古博物館管理規則 

４ 兵庫県立体育施設管理規則 

教 育 委 員 会 規 則 

兵庫県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成31年３月29日 

兵庫県教育委員会       

教育長 西 上 三 鶴  

兵庫県教育委員会規則第５号 

兵庫県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 兵庫県教育委員会行政組織規則（昭和58年兵庫県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の表総務課の項中「総務班 人事班」を「総務人事班」に改め、同表教職員課の項中「管理・免許班 

 人事・業務改善班」を「管理・調整班 人事班 業務改善班」に改め、同表高校教育課の項中「高校教育改

革班」を「高校教育推進班」に改め、同表スポーツ振興課の項中「国際広域スポーツ班」を「国際広域スポー

ツ班 ワールドマスターズゲームズ2021関西推進班」に改める。 

   附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 

 教育委員会事務局等職員の超過勤務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成31年３月29日 

                                   兵庫県教育委員会 

                                     教育長 西 上 三 鶴  

兵庫県教育委員会規則第６号 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県
神戸市中央区下山手通 
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   教育委員会事務局等職員の超過勤務に関する規則の一部を改正する規則 

 教育委員会事務局等職員の超過勤務に関する規則（平成29年兵庫県教育委員会規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第２項から第４項までを削る。 

第５条中「及び前条（第１項を除く。）」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 

 兵庫県立美術館管理規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成31年３月29日 

                                   兵庫県教育委員会 

                                     教育長 西 上 三 鶴  

兵庫県教育委員会規則第７号 

   兵庫県立美術館管理規則等の一部を改正する規則 

 （兵庫県立美術館管理規則の一部改正） 

第１条 兵庫県立美術館管理規則（昭和45年兵庫県教育委員会規則第18号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１模写・模造の款中「3,100円」を「3,200円」に改め、同表撮影の款原色の項中「3,100円」を「3,200

円」に改め、同表原板使用の款中「3,100円」を「3,200円」に改める。 

  別表第２短期講座の款受講料の欄から長期講座の款受講料の欄までを次のように改める。 

3,200円 

6,300円 

9,500円 

12,500円 

16,800円 

  別表第３グランドピアノの項中「8,200円」を「8,400円」に改め、同表持込み電気器具用コンセント（録

画器具を持ち込む場合）の項中「3,100円」を「3,200円」に改め、同表持込み電気器具用コンセント（ミキ

シングセットを持ち込む場合）の項中「5,100円」を「5,200円」に改める。 

  別表第４グランドピアノの項中「8,200円」を「8,400円」に改め、同表持込み電気器具用コンセント（録

画器具を持ち込む場合）の項中「3,100円」を「3,200円」に改め、同表持込み電気器具用コンセント（ミキ

シングセットを持ち込む場合）の項中「5,100円」を「5,200円」に改める。 

  別表第５模写・模造の款中「3,100円」を「3,200円」に改め、同表撮影の款原色の項中「3,100円」を「3,200

円」に改め、同表原板使用の款中「3,100円」を「3,200円」に改める。 

  別表第６短期講座の款講座の受講に係る料金の基準額の欄から長期講座の款講座の受講に係る料金の基準

額の欄までを次のように改める。 

3,200円 

6,300円 

9,500円 

12,500円 

16,800円 

（兵庫県立人と自然の博物館管理規則の一部改正） 

第２条 兵庫県立人と自然の博物館管理規則（平成４年兵庫県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改

正する。 
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  別表第２の１の部金額の項中「4,500円」を「4,600円」に、「5,800円」を「5,900円」に、「10,300円」を

「10,500円」に改める。 

  別表第２の２の部持込み電気器具用コンセント（録画器具を持込む場合）の項中「3,100円」を「3,200円」

に改め、同表持込み電気器具用コンセント（ミキシングセットを持込む場合）の項中「5,100円」を「5,200

円」に改める。 

（兵庫県立考古博物館管理規則の一部改正） 

第３条 兵庫県立考古博物館管理規則（平成19年兵庫県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

第11条中「本館の」を削り、同条第１号中「70歳」を「本館において、70歳」に改める。 

（兵庫県立体育施設管理規則の一部改正） 

第４条 兵庫県立体育施設管理規則（平成24年兵庫県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

別表１の部(3)基準額の欄中「5,600円」を「5,700円」に、「6,000円」を「6,100円」に、「4,100円」を「4,200

円」に、「3,700円」を「3,800円」に、「5,200円」を「5,300円」に、「5,700円」を「5,800円」に改め、同表

２の部(1)スポーツ施設の款大体育室の項基準額の欄から同款格技室の項基準額の欄までを次のように改め

る。 

円 

24,600 

円 

32,700 

円

36,900

円

57,300

円

69,600

円 

94,200 

12,300 16,400 18,500 28,700 34,900 47,200 

36,900 49,200 55,400 86,100 104,600 141,500 

24,600 32,700 36,900 57,300 69,600 94,200 

44,200 59,000 66,600 103,200 125,600 169,800 

22,200 29,400 33,300 51,600 62,700 84,900 

66,600 88,400 99,800 155,000 188,200 254,800 

44,200 59,000 66,600 103,200 125,500 169,800 

5,800 7,700 8,600 13,500 16,300 22,100 

4,100 5,400 6,200 9,500 11,600 15,700 

4,100 5,400 6,200 9,500 11,600 15,700 

別表２の部(2)体育設備及び器具等の款電光得点表示装置の項中「3,100円」を「3,200円」に改め、同部(2)

その他の設備及び器具等の款中「15,400円」を「15,700円」に、「4,800円」を「4,900円」に、「12,300円」

を「12,500円」に、「3,900円」を「4,000円」に改め、同部(3)スポーツ施設を利用する講座の款トレーニン

グ室の項基準額の欄から研修室を利用する講座の款基準額の欄までを次のように改める。 

１人１講座につき 10,500円

１人１講座につき 6,300円

１人１講座につき 6,300円

１人１講座につき 4,700円

別表３の部ヨットを利用する講座の款基準額の欄及び同部カヌーを利用する講座の款基準額の欄を次のよ

うに改める。 

１人１講座１日につき 4,500円

１人１講座１日につき 4,500円

別表４の部基準額の欄中「6,200円」を「6,300円」に改め、同表５の部(1)電光得点掲示器の款中「3,100

円」を「3,200円」に改め、同部(1)持込み電気器具用コンセント（録画器具を持込む場合）の款基準額の欄
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から同部(1)冷房設備（第２道場）の款基準額の欄までを次のように改める。 

持込み器具１式につき 3,200円

持込み器具１式につき 5,200円

１時間につき 9,500円

１時間につき 10,500円

１時間につき 6,300円

１時間につき 10,500円

１時間につき 6,300円

別表５の部(2)実技に関する講座の款入門コースの項基準額の欄から同款上級コースの項基準額の欄まで

を次のように改める。 

１人１講座につき 3,600円 

１人１講座につき 4,500円 

１人１講座につき 9,000円 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年10月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に第１条及び第２条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき利用の許

可を受けた者に係る使用料の額については、第１条及び第２条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 
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